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“Activism for Life” 内容紹介 
１章　カメルーンから持続可能な暮らし方、そしてグリーナムへ

２章　グリーナムを自宅へ、そしてスノーボール運動 
女性だけで米軍基地への侵入を繰り返し、ついには閉鎖に追い
込んだ「グリーナムコモン」運動に始まり、それをそれぞれの
地元での反基地運動に拡大した1984年からの「スノーボー
ル」運動を描く。これはソ連に対抗してアメリカがヨーロッパ
に中距離核（INF）を配備しようとしたのに対する抗議で、全
ヨーロッパで同様の運動が盛り上がり、ついにこれを全廃する
条約が米ソの間で締結。平和運動の成功例。 

３章　英国から海外へ、抵抗のネットワークを広げる	

先住民の権利の問題に取り組む。1991年、マレーシアのサラワクで森林
乱伐防止活動を国際チームで実施。伐採木材を積んだバージを占拠し、逮
捕、２週間の拘留。 
本国に戻り、この「違法に伐採され輸入された」木材を使った商品に対す
る「倫理的万引き」、つまり商店から品物を取って警察にどどける活動を
開始。「市民による先住民の盗品回収組織-CRISPO」と称する。 
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最初のスノーボール運動のフェンス切断、1984年

「倫理的万引き」の品物を 
   警察にどどける



４章　アクションの支援と準備	

インドネシアに輸出直前のジェット戦闘爆撃機は、東チモール住民の虐殺に使われることが明白
だった。これを止める合法手段が尽きた後、1996年1月29日、格納庫に侵入して家庭用のハン
マーで「非武器化」を敢行した。陪審員裁判で無罪が確定。 

５章　誰でも使える国際法を目指す／６章　法律に則った異議申し立て	

英国の核ミサイル原潜「トライデント」に対する非武器化
行動と基地撤去キャンペーンなど。国際司法裁判所の「核
兵器は一般的に違法」とする1996年の「勧告的意見」に啓
発され、良心や道徳だけでなく国際法をベースにした運動
を発案。1999年6月、アンジーを含む３人の女性がゴイル
湖の原潜試験施設「メイタイム」の内部の機器を破壊し
た。これまた無罪判決。判決の翌年の2001年には「もう一
つのノーベル賞」と言われるライト・ライブリフッド賞を受
賞する。（この賞の日本の受賞者・団体は故・高木仁三郎氏と生活クラブ生協連合会。） 

７章　国際連帯／８章　世界中で抵抗は続く	

ヨルダン川西岸でのパレスチナ人の同伴活動などを行う「国際女性平和奉仕活動」のこと、そし
て私たちに身近な韓国・チェジュ島での軍港建設反対の行動のことが書かれている。 
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「非武器化」した原潜試験施設に飾られた横断幕 
  1999年6月8日



９章　終わりなき闘争	

スコットランドは核兵器反対の世論が多数であるの
に対し、それが弱いイングランドでの反核運動に取
り組む。ロンドンの西50キロにあるオルダーマスト
ン核兵器工場に対する直接行動、トライデントに対
する公益訴訟のことなど。ウェールズでは「ウー
ル・アゲインスト・ウェポン」（武器に対抗する毛
糸）と称する、祝祭的なイベントも取り組まれた。 

１０章　警察、刑務所、温泉	

アンジーは、英国だけでなく外国でも留置場や監獄の経験をした。そこの実態と、改善要求、そ
してその成果が書かれている。 

１１章　みんなの地球、みんなの闘争	

気候危機に対する取り組み。80年代からの森林保護やCO2削減の取り組みから、最新の「絶滅へ
の叛逆と平和」（Extinction Rebellion Peace）の取り組みまで。 
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ウェールズ・ナイトンでの「ウール・アゲインスト・ウェポン」
（武器に対抗する毛糸）アクション 



付録
１：非暴力

a：非暴力運動／b：ガンジーの「７つの大罪」／c：キャンペーンの技術を共有する／d：トライ
デント・プラウシェアズの運営委員会から警察への連絡用の手紙例

２：核兵器と国際人権法

a：ベジャウィ裁判官の声明／b：2001年ライト・ライブリフッド賞、アンジー・ゼルターの受賞
スピーチ

３：武器貿易　DSEI 2017年封鎖行動に関する公判でのアンジー・ゼルターの証言
４：軍国主義

a：ガンジョン村からの報告・第８（2012年3月）／４b：「済州島ガンジョン村に於ける米国の
戦争計画に反対する非暴力抵抗」アンジー・ゼルターによる記事（2012年4月）

５：パレスチナ	

a:　アンジー・ゼルターのヨルダン川西岸からの時折だより「田舎の春」第一便（2004年3月）／
b:　アンジー・ゼルター講演「IWPSパレスチナから学んだこと」於ロンドン（2008年）

６：森林	
ボルネオ・ポスト掲載記事「環境保護論者によるマレーシアへの世界大戦宣告」への返答、アン
ジー・ゼルター、於サラワクのミリ刑務所、1991年8月15日付

７：気候変動

絶滅への叛逆公判　証人席からの声明、於ヘンドン治安判事裁判所（2019年6月）
８：女性
女性、平和、安全、国際連帯、世界正義祭でのアンジー・ゼルターの手短な発表、於FMHエジン
バラ（2017年10月） 
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核廃絶から森林保護、そして気候危機まで幅広い課題にわたって、また地理的に
は、本国イギリスでは（最初の）地元ノーフォークからスコットランドへ、さら
に国境を超えてマレーシア、韓国・チェジュ島に至るまで、ローカルからグルーバ
ルまで幅広い活動範囲での行動。

（本文３章から） 
「効果的な運動とは一般市民の啓発、ロビー活動、交渉と並行して行う「継続的」
な非暴力直接行動であり、要請や要求を履行することになる相手の人々や組織に
それを明確に伝達することである。」 

（ケイト・デュースの序文から） 
「彼女の無尽蔵とも思えるエネルギーと熱意は、並はずれた謙虚さとよくバラン
スを保っています。」 
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toyoshima
このあと動画





手続きと新しい友達とを待つ　2000年2月14日

　http://ad9.org/pegasus/peace/tp2000/handbook/tdihb0.html

「救援ノート」表紙　
救援連絡センター発行 
　2019年新版

「ファスレーン365」
日本チーム参加者から
の子年の年賀状、2008
年

逮捕のイメージ、日本と英国
「トライデント・プラウシェアズ　ハンドブック」
日本語版　４章76ページ

http://ad9.org/pegasus/peace/tp2000/handbook/tdihb0.html




３回目のセミナーでのアンジーの話から	

英国では数千人以上の人々が抗議行動中に逮捕

され、有罪となっている。例えばファスレーン

のような核兵器基地や、イスラエルのエルビッ

ト社のような兵器製造会社の閉鎖をしたり、気

候危機のデモで化石燃料の使用中止を求めて、公道をゆっくりと歩いたりする

と、重い罰金刑か禁固刑を課せられる。	

家庭や職場の事情で逮捕のリスクを負うことができない人が大半だが、そのよ

うな人たちは裏方で支援したり、罰金支払いのために寄付を募ったり、マスコ

ミへの対応、服役中の活動家の支援をする。逮捕覚悟の活動家一人につきおお

よそ５、６人の支援者がいる。	

・・・おそらく日本と同様、逮捕を怖がる人は多いが、十分に準備し、友人や

家族、運動グループが支えるなら、思っていたほど悪くなく、むしろ恐怖と対

峙してより強い人間になることで自分自身が解放され、満足感が得られる。



安全性の問題とは別に、６月１２日に着手した佐賀空港西側の隣接地での駐

屯地工事は、工事の対象となる土地の地権者全員の同意を得ておらず、違法な

ものです。実際、複数の地権者が工事の差し止めを求めて裁判を起こしていま

す。	

工事の違法性はそれだけではありません。国の最も重要な法規である憲法９

条に明白に違反します。駐屯地の主な使用目的として配備が予定されるオスプ

レイは、2017年4月の地権者説明会で配

布された防衛省のパンフレット「陸上

自衛隊の佐賀空港利用について」によ

れば、「島嶼防衛や奪回」を目的に新

設される「水陸機動団」を「島嶼部に

迅速に投入する」ためとされています

[1]。つまり、あからさまに隣国との軍

事衝突＝戦争の準備のためであると述

べているのです。	
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さらにその行動半径も、2014

年に住民説明会などで使った

資料[2]にある図では、１回

の空中給油で行動半径が

1,100キロにも及ぶとされ、

朝鮮半島全域と中国大陸の東

部もその範囲に入ります。こ

のような能力と目的を持つ行

為が「戦争の放棄」を定めた

憲法９条に違反することは明

らかです。	

このような違法行為は、それがたとえ国などの行政によるものであっても、

「法の支配」の原則からして許されるものではなく、当然警察は取り締まりの

対象とすべきです。そのため私たちは1月9日に、佐賀県公安委員会に対して、

警察法第七十九条一項に基づき、苦情の申し出を実施しました。	
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toyoshima
ダンプを止めるオスプレイ反対住民の会会長・古賀初次氏
「はっちゃんのオスプレイ反対日記」９より



多面的なオスプレイ基地建設阻止の運動 
2023年8月29日 地権者による裁判（工事中止の仮処分申立て、のち本訴） 
2023年9月20日 県議会に環境アセスメント請願（排水関連施設、平行誘導路含まず面

積ごまかし） 
2024年1月9日 佐賀県公安委員会に対し、県警が違法工事を取り締まるよう「苦情申

し出」。（3月4日付で回答、3月13日に「再質問」） 
2024年1月27日 工事ゲートでのダンプ侵入阻止行動開始、「私人による法の執行」…

「オスプレイストップ！9条実施アクション佐賀」結成 
2024年2月16日 環境アセスメント実施要求(新たな土砂採取地を除外した問題) 
2024年2月21日 住民監査請求（県

の土砂など９億円
を無償提供） 
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サガテレビ2月24日のニュースから


